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平成２９年度加西市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見 
 

一 審査の対象  １ 一般会計及び特別会計  （１）平成２９年度加西市一般会計歳入歳出決算 

      同   加西市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

      同   加西市介護保険特別会計歳入歳出決算 

      同   加西市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

      同   加西市公園墓地整備事業特別会計歳入歳出決算 

 （２）上記決算に関する歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書 

  ２ 基  金 
   定額資金運用基金の平成２９年度運用状況 

 

二 審査の期間 

平成３０年６月２７日から平成３０年８月１６日まで 

 

三 審査の方法 
  決算審査にあたっては、各会計歳入歳出決算、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産

に関する調書が、関係法令に基づき適正に作成されているか、計数は正確であるか、また、予算の

執行状況は適正であるかについて、各課より提出された資料等と照合するとともに、関係職員の説

明を聴取する方法により審査した。 

  また、基金の運用状況については、基金運用状況を示す書類により、その設置目的に沿って適正

に運用されているか、計数は正確であるか等を審査した。 

 

四 審査の結果 
  決算審査に付された各会計歳入歳出決算、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関

する調書は、いずれも関係法令に従い作成されており、その計数は正確であることを確認した。ま

た、予算の執行状況は、所期の目的に沿っており、適正妥当であると認めた。 

  基金運用状況を示す書類の計数は正確で、その設置目的に沿って、適正妥当に運用されていると

認めた。 

  審査の概要及び意見は次のとおりである。
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１ 決算の概要 
（１）決算規模（別表１、２参照） 
 平成２９年度の各会計決算を総括してみると、歳入決算総額は３１０億６，６７５万９千円、歳出

決算総額は３０５億９，１７６万５千円となっており、歳入歳出差引額は４億７，４９９万４千円で

ある。 

 一般会計、特別会計の内訳については、次表のとおりである。 

 

決 算 規 模 の 内 訳 
区  分 歳  入 歳  出 歳入歳出差引額 

各 会 計 決 算 総 額 

円 円 円 

31,066,758,859 30,591,765,108 474,993,751 

内 

訳 

一般会計決算額 19,771,798,429 19,689,232,468 82,565,961 

特別会計決算額 11,294,960,430 10,902,532,640 392,427,790 

 しかし、この決算額のうちには、各会計相互間の繰入金、繰出金等が含まれているので、純計決算

額はこれらを控除した額となり、次表のとおりである。 

 

純 計 決 算 額 
区  分 歳  入 歳  出 歳入歳出差引額 

各会計決算総額 

円 円 円 

29,830,644,160 29,355,650,409 474,993,751 

内 

訳 

一般会計決算額 19,771,798,429 18,453,117,769 1,318,680,660 

特別会計決算額 10,058,845,731 10,902,532,640 △ 843,686,909 

 次に、各会計決算総額を前年度と比較すると、次表のとおりである。 

 

決算規模の対前年度比較 
区  分 

平成２９年度 

Ａ 

平成２８年度 

Ｂ 

差引増減額 

Ａ－Ｂ 

対前年度比率 

Ａ／Ｂ 

各 会 計 歳 入 総 額 

円 円 円 ％ 

31,066,758,859 31,661,802,491 △ 595,043,632 98.1 

各 会 計 歳 出 総 額 30,591,765,108 31,253,536,786 △ 661,771,678 97.9 

差 引 総 額 474,993,751 408,265,705 66,728,046 116.3 
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（２）決算収支（別表３参照） 
 当年度の決算収支の状況は次表のとおりであり、一般会計及び特別会計を合わせた決算総額におけ

る形式収支は４億７，４９９万４千円の黒字、翌年度へ繰越すべき財源を控除した実質収支は４億４，

１１５万７千円の黒字となっている。 

 また、当年度の実質収支から前年度の実質収支を控除した単年度収支は、６，６５８万２千円の黒

字となった。 

決 算 収 支 状 況 
区 分 歳 入 歳 出 形式収支 

翌年度へ繰越

す べ き 財 源 

実質収支 単年度収支 

一般会計 

円 円 円 円 円 円 

19,771,798,429 19,689,232,468 82,565,961 33,837,000 48,728,961 26,674,929 

特別会計 11,294,960,430 10,902,532,640 392,427,790 0 392,427,790 39,907,117 

合  計 31,066,758,859 30,591,765,108 474,993,751 33,837,000 441,156,751 66,582,046 

（注）単年度収支＝当年度実質収支―前年度実質収支 

 

（３）財政構造 
 財政構造の弾力性を判断する方法として一般に用いられる財政力指数、経常収支比率及び公債費比

率の推移は次のとおりである。 

イ．財政力指数 

 地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去

３年間の平均値で、地方公共団体の財政力を示す指数を財政力指数といい、当年度の本市の財政力

指数は０．６４３で前年度と比較して０．００６ポイント増加した。 

 この指数が高いほど、財源に余裕があるといえる。 

 この３か年の財政力指数は次のとおりである。 

財 政 力 指 数 
区  分 平成２９年度 平成２８年度 平成２７年度 

基準財政収入額 Ａ（千円） 5,892,079 5,997,508 5,867,393 

基準財政需要額 Ｂ（千円） 9,122,170 9,179,892 9,301,677 

単 年 度 数 値  Ａ ／ Ｂ 0.646 0.653 0.631 

財 政 力 指 数 0.643 0.637 0.625 

 

  （注） 

 

 

     

    基準財政収入額は、市の財政力を合理的に測定するために、地方交付税法の規定により、次のと

おり算定した額である。 

    基準財政収入額＝標準的な地方税収入✕７５％＋地方譲与税等 

財政力指数＝ 
基 準 財政 収 入額 

の過去３年間の平均値 
基 準 財政 需 要額 
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    基準財政需要額は、市の財政需要を合理的に測定するために、地方交付税法の規定により算定し

た額である。 

 

ロ．経常収支比率 

 経常収支比率とは、人件費、扶助費、公債費等の毎年度経常的に支出される経費に充当された一

般財源の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源等の額に占め

る割合を示すもので、財政構造の弾力性を判断するための指標である。一般的に経常収支比率は７

０～８０％程度が望ましいとされ、その比率が高くなるほど財政が硬直化し、独自の事業や新たな

行政需要に対応できる余地が減少することになる。本市の経常収支比率はおおむね９０％前後で推

移しており、当年度は前年度に比べて１．９ポイント減少したが、依然として財政は硬直化の状態

にある。 

 この３か年の経常収支比率は次のとおりである。 

経 常 収 支 比 率 
区  分 平成２９年度 平成２８年度 平成２７年度 

経 常 一 般 財 源 総 額 

（千円）
11,894,075 11,662,578 12,306,678 

経常経費充当一般財源 

（千円）
11,003,977 11,012,551 10,809,826 

経 常 収 支 比 率 

（％）
92.5 

(99.0) 

94.4 

(100.5) 

87.8 

(94.7) 

 

（注１）経常収支比率の（ ）内数値は、減収補てん債特例分、臨時財政対策債を経常一般財源総

額から除いた数値である。 

（注２） 

経常収支比率＝ 
経常経費充当一般財源 

×１００ 
経 常 一 般 財 源 総 額 

 

＊経常経費  ：人件費、扶助費、公債費等 

＊経常一般財源：使途が特定されない一般財源のうち、毎年度連続して固定手金収集されるも

の。地方税、普通交付税、地方譲与税、各種交付金、臨時財政対策債等 

＊経常経費充当一般財源：毎年度経常的に支出される経費に充当された一般財源額 

 

ハ．地方債及び債務負担行為の状況並びに実質公債費比率 

 地方債及び債務負担行為はいずれも次年度以降の支出につながり、今後の財政運営に大きな影響

を及ぼすものである。そのため、慎重な運用を行うべきものである。当年度は、地方債現在高が増

加した一方で、債務負担行為額は減少している。 

 実質公債費比率は、地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する指標として、

起債に協議を要する団体と許可を要する団体の判定に用いられるもの（地方財政法第５条の４第１

項第２号）である。実質公債費比率が１８％以上となる地方公共団体については、地方債協議制度

移行後においても、起債にあたり許可が必要となる。当年度の本市の実質公債費比率は８．０％で、

前年度と比較して減少し、前年度に引き続き１８％を下回った。 

 この３か年の状況は次のとおりである。 



 - 5 - 

地方債及び債務負担行為の状況並びに実質公債費比率 
区  分 平成２９年度 平成２８年度 平成２７年度 

地 方 債 現 在 高 

（千円）
19,742,316 19,361,253 18,765,675 

債 務 負 担 行 為 額 

（千円）
423,278 733,010 2,438,674 

実 質 公 債 費 比 率 

（％）
8.0 9.3 10.3 

 

（注） 

実質公債費比率＝ 
（Ａ+Ｂ）－（Ｃ+Ｄ） 

 ×１００（３ヵ年平均）  
Ｅ － Ｄ 

Ａ：地方債の元利償還金 

Ｂ：地方債の元利償還金に準ずるもの（準元利償還金） 

Ｃ：Ａ及びＢに充てられる特定財源 

Ｄ：元利償還金等に係る基準財政需要額算入額 

Ｅ：標準財政規模 

 


